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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 3日 (2005.3.3)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

既 設 昇 降 路 が 設 け ら れ た 建 物 の 構 造 体 、 上 記 既 設 昇 降 路 の
上 部 に 配 置 さ れ た 滑 車 と 、 上 記 既 設 昇 降 路 に 立 設 さ れ た 既 設 案 内 レ ー ル と 、 こ の 既 設 案 内
レ ー ル に 案 内 さ れ て 昇 降 す る 昇 降 体 と 、 上 記 既 設 昇 降 路 内 に 設 置 さ れ た 更 新 巻 上 機 と 、 こ
の 更 新 巻 上 機 の 駆 動 綱 車 に 巻 掛 け ら れ て 上 記 滑 車 を 介 し て 上 記 昇 降 体 を 吊 持 し た 主 索 と 、
上 記 滑 車 が 枢 着 さ れ て 上 記 構 造 体 に 支 持 さ れ 、 上 記 滑 車 に 作 用 す る 荷 重 を 負 担 す る 支 持 梁
と を 備 え た エ レ ベ ー タ ー 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 構 造 体 を 、 既 設 昇 降 路 の 上 方 の 機 械 室 に 設 け ら れ た 既 設 機 械 台 か ら な る も の と し た こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の エ レ ベ ー タ ー 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 構 造 体 を 、 既 設 昇 降 路 内 の 上 部 寄 り に 設 け ら れ た 建 物 の 梁 か ら な る も の と し た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の エ レ ベ ー タ ー 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 こ の 発 明 に 係 る エ レ ベ ー タ ー 装 置 に お い て は 、

既 設 昇 降 路
が 設 け ら れ た 建 物 の 構 造 体 、 既 設 昇 降 路 の 上 部 に 配 置 さ れ た 滑 車 と 、 既 設 昇 降 路 に 立 設 さ
れ た 既 設 案 内 レ ー ル と 、 こ の 既 設 案 内 レ ー ル に 案 内 さ れ て 昇 降 す る 昇 降 体 と 、 既 設 昇 降 路
内 に 設 置 さ れ た 更 新 巻 上 機 と 、 こ の 更 新 巻 上 機 の 駆 動 綱 車 に 巻 掛 け ら れ て 既 設 昇 降 路 上 部

機 械 室 有 り 既 設 エ レ ベ ー タ ー を 、 機 械 室 無 し エ レ ベ ー タ ー に 更 新 す る 改 修 工 事 が 施 さ れ
た エ レ ベ ー タ ー 装 置 で あ っ て 、

機 械 室 有 り 既 設 エ レ ベ ー タ ー を 、 機 械 室
無 し エ レ ベ ー タ ー に 更 新 す る 改 修 工 事 が 施 さ れ た エ レ ベ ー タ ー 装 置 で あ っ て 、



の 滑 車 を 介 し て 昇 降 体 を 吊 持 し た 主 索 と 、 既 設 昇 降 路 上 部 の 滑 車 が 枢 着 さ れ て 建 物 の 構 造
体 に 支 持 さ れ 、 滑 車 に 作 用 す る 荷 重 を 負 担 す る 支 持 梁 と が 設 け ら れ る 。
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